
三重県内の職場における熱中症による労働災害発生状況 

 

 三重県内で令和 2 年に職場において発生した熱中症による労働災害（休業４日以上の死傷者数）

は、確定値で 10人となっています。 

過去５年の状況をみると、製造業の発生が建設業よりも多く、さらに商業などの第三次産業に

おける発生も目立っており、暑熱環境での継続的作業でなく、一時的に屋外等の暑熱な場所で作

業を行った際の発生が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


